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平成23 年３ 月31 日現在の宅地建物取引業

者と宅地建物取引主任者に係る統計につい

て、宅建システムのデータベースから抽出し

てとりまとめたので公表します。

その結果は、別表１－１から別表２－９の

とおりです。本文中、22年度末の数の次の括

弧書は21年度末の数を示し、また、比率（％）

は四捨五入により小数点以下第一位までの表

示としています。

なお、本統計は、国土交通省統計とは集計

時期が相違するため、業者数及び取引主任者

数が異なる場合があります。

１　宅建業者の概要

� 業者数

【業者数は５年連続の減少】

業者数は125,854業者になり、平成21度末の

126,421業者から567業者、0.4％減少（1,096業

者、0.9％減少）しています。この統計を開始

した平成７年度以降、業者数は減少傾向にあ

りましたが、平成16年度及び平成17年度は一

旦増加に転じました。

しかし、平成18年度は３年振りに減少に転

じ、以後５年連続して減少しています。

宅建業法改正（平成８年４月施行）により

免許の有効期間が３年から５年に延長された

ことに伴い、平成７年度までに免許を受けた

業者については、更新期を迎える業者数が多

い年が３年続き、以後２年間は更新期を迎え

る業者数が少ないという状況を繰り返してい

ました。平成18年度から平成20年度は更新期

を迎える業者数が多い年度に当たり、平成21

年度及び平成22年度は更新期を迎える業者が

少ない年度に当たります。また、更新期に期

限切れによる免許が失効する業者数は、更新

対象業者数の規模に比例します。

これらの傾向から、平成22年度は、平成21

年度に引き続き更新期を迎える業者数が少な

く、期限切れ等による業者数の減少数は減り

ましたが、経済情勢の影響等によって新規の

業者数の伸びが少ないこと等から、全体とし

ては業者数が減少する傾向となっています。

〈別表１－１、グラフ１－１参照〉

【期限切れ件数は２年連続して三桁】

業者数の増減内訳は、新規免許（転入の免

許換えを除く。）が5,028業者（4,812業者）、

廃業等（転出の免許換えを除く。）が5,596業

者（5,903業者）となっています。

平成21年度末と比較すると、新規免許件数

（転入の免許換えを除く。）が216件増加し、

廃業等件数（転出の免許換えを除く。）は307

件減少しました。

廃業等の5,596業者（5,903業者）の内訳は、

廃業4,900業者（5,199業者）、期限切れ461業

（※注）宅建システムの第二次改良により、年度を

またいでの遡及入力等を反映できるようになっ

たため、この冊子に掲げる平成21年度末の数は、

平成22年度に刊行した統計資料に掲げる平成21

年度末の数と一致しない場合があります。
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者（485業者）、免許取消235業者（219業者）

となっており、平成21年度末に比べ、期限切

れの件数が24件減少しています。

〈別表１－２、グラフ１－２参照〉

【免許権者別の業者数は、引き続き減少】

免許権者別にみると、大臣免許と33の都道

府県知事免許で減少（37都道府県で減少）し

ており、平成21年度末に比べ、減少した都道

府県の数は減りました。

規模別では、１万業者以上は東京、大阪、

５千業者以上１万業者未満は埼玉、神奈川、

愛知、兵庫の４県、１千業者以上５千業者未

満は国及び25道府県、１千業者未満は16県と

なっており、平成21年度末と同じとなってい

ます。

なお、業者数が最も多いのは東京の23,279

業者（23,185業者）、最も少ないのは鳥取の

325業者（329業者）となっています。

〈別表１－１参照〉

【組織別業者数は、法人0.1％増加、個人業者

2.8％減少】

法人・個人別に業者数をみると、法人は

104,649業者になり、平成21年度末から55業者

増加し、0.1％の増加（104,594業者で500業者、

0.5％の減少）しています。

一方、個人業者は21,205業者になり、平成

21年度末から622業者、2.8％の減少（21,827

業者で596業者、2.7％の減少）となっていま

す。

法人業者は、国及び24の道府県で減少（33

都道府県で減少）しており、減少率が高いの

は、和歌山、香川の2.7％などで、減少数が多

いのは、京都39業者、埼玉34業者となってい

ます。

個人業者は、国及び42の都道府県で減少

（41都道府県で減少）しており、減少率が高

いのは、国50.0％、滋賀8.9％、鳥取5.9％など

で、減少数が多いのは大阪の102業者、愛知

48業者となっています。

〈別表１－１、グラフ１－１参照〉

【構成比率（株式会社、個人）は、株式会社

の割合が微増】

全業者数に対する株式会社、個人業者、そ

の他別の構成比率は、株式会社 8 2 . 3％

（81.8％）、個人業者16.8％（17.3％）、その他

（株式会社以外の法人）0.9％（0.9％）となっ

ています。

〈別表１－１、１－６参照〉

【個人業者の高齢化が引き続き進む】

個人業者の平均年齢は63.4歳（63.0歳）に

なり、平成21年度末に比べ0.4歳上昇していま

す。構成比率は、60歳以上が全体の68 .9％

（67.2％）、50歳以上にあっては全体の87.3％

（87.1％）を占めています。

平均年齢が最も高いのは、国の68.0歳（東

京67.8歳）、最も低いのは沖縄の58.4歳（沖縄

57.9歳）となっています。

〈別表１－４、グラフ１－３・１－４参照〉

� 従事者数等

【従事者数が３年連続で減少】

従事者数は518,180人で、平成21年度末に比

べ1,439人、0.3％の減少（519,619人で10,444

人、2.0％の減少）となっています。

従事者数は、業者統計の開始以降、平成８

年度末は増加しましたが、平成９年度末から

は減少傾向にありました。その後、平成16年

度末からは増加に転じ、19年度末まで連続し

て増加しましたが、20年度末は５年振りに減

少に転じ、その後３年連続で減少しています。

従事者数の内訳をみると、大臣免許業者の

従事者は、平成20年度末に平成12年度末以来
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８年振りに減少に転じましたが、平成22年度

末も202人の減少（7,040人減少）となり、知

事免許業者の従事者は、平成19年度末に減少

に転じ平成22年度末も1,237人減少（3,404人

減少）しています。

また、１業者当たりの平均従事者数は4.1人

（4.1人）で、その内訳は、組織別では法人4.6

人（4.6人）、個人1.8人（1.8人）、免許権者別

では大臣免許が62.7人（62.3人）、知事免許が

3.1人（3.1人）となっています。

〈別表１－３、グラフ１－５参照〉

【従事者数５人未満の業者数が107,208業者、

業者数の85.2％を占める】

従事者５人未満の業者数は107 ,208業者

（107,882業者）になり、平成21年度末から674

業者減少しました。従事者数５人未満の業者

割合は、85.2％（85.3％）となっています。

〈別表１－５参照〉

【専任の取引主任者数は微増】

専任の取引主任者数は195,707人（195,618

人）になり、平成21年度末から89人、0.1％増

加しています。

なお、１業者当たりの平均専任取引主任者

数は、1.6人（1.5人）となっています。

〈別表１－３参照〉

� 資本金階層別業者数

資本金の階層別でみると、株式会社のみで

は、５百万円未満の業者が32 .1％（31 .7％）

５百万円以上１千万円未満の業者が10 .7％

（10.2％）、１千万円以上２千万円未満の業者

が38.6％（39.4％）、となっています。

一方、全業者でみると、５百万円未満の業

者が32.1％（31.7％）、５百万円以上１千万未

満の業者が10.7％（10.2％）、１千万円以上２

千万円未満の業者が38.3％（39.1％）となっ

ています。累積でみると１千万円未満の割合

が42.8％（41.9％）、２千万円未満では81.1％

（81.0％）に達しています。

〈別表１－６参照〉

� 免許回次別業者数

業者数を免許回次（免許を継続して受けた

回数）別にみると、全体では14回次まである

中で、４回までの比較的更新回数の少ない業

者が56.3％（54.8％）で全体の半数以上を占

めています。

〈別表１－７、グラフ１－６参照〉
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別表１－１
宅地建物取引業者免許権者別・組織別業者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：業者．％】



RETIO. 2011.  7  NO.82

別表１－２
宅地建物取引業者免許権者別・組織別増減数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：業者】

22
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別表１－３
宅地建物取引業者免許権者別・組織別・免許業者・従事者・専任取引主任者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：業者．人】

23
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別表１－４
都道府県別・年齢階層別個人業者数構成比一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：人．％．歳】

24
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平成23年３月31日現在
【単位：業者．人．％】

別表１－５
宅地建物取引業者免許権者別・従事者数階層別業者数一覧表

25
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別表１－６
資本金階層別業者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：業者．％】

26



RETIO. 2011.  7  NO.82

平成23年３月31日現在
【単位：業者．％】

別表１－７
宅地建物取引業者免許権者別・回次別業者数一覧表

27
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グラフ１－１　宅地建物取引業者数の推移（単位：業者）

28



RETIO. 2011.  7  NO.82

29

グラフ１－２ 廃業業者数（理由別）の推移（単位：業者）



RETIO. 2011.  7  NO.82

30

グラフ１－４ 個人業者の平均年齢の推移（単位：歳）

グラフ１－３ 個人業者年齢階層別構成比（単位：歳．％）
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グラフ１－６
宅地建物取引業者回次別構成比

グラフ１－５ 従事者数の推移（単位：人）

（単位：％）
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２　取引主任者の概要

� 概　況

【取引主任者のうち、証交付者数は0.2％減少

し、就業者数は0.5％の増加】

取引主任者資格登録者数は887,731人にな

り、平成21年度末の868,199人（以下、21年度

末の数は括弧書きとする。）から19 ,532人、

2.2％増加しています。

〈別表２－１・２－４・２－７参照〉

一方、取引主任者証の交付数は471,911人

（472,940人）になり、平成21年度末から1,029

人、0.2％減少しています。

〈別表２－２・２－５・２－８参照〉

なお、取引主任者の就業者（取引主任者証

の交付を受け、かつ、宅建業に従事している

者）数は、282,139人（280,724人）になり、

平成21年度末から1,415人、0.5％増加してい

ます。

〈別表２－３・２－６・２－９参照〉

取引主任者資格登録者数は、この統計を開

始した平成５年度以降増加を続けています。

取引主任者証の交付数は、平成17年度末か

ら５年連続増加したものの、平成22年度末は

微減となっています。

就業者数は、全体としてはほぼ横ばいの状

態となっていますが、平成16年度末から６年

連続の増加となり、平成22年度末は微増とな

っています。

〈グラフ２－１・２－２参照〉

� 取引主任者（就業者）数の統計

①男女別取引主任者（就業者）数

【取引主任者（就業者）数は、男性は0.4％、

女性は0.7％の増加】

男女別の取引主任者（就業者）数は、男性

が221,111人になり、平成21年度末から971人、

0.4％増加（220,140人で834人、0.4％の増加）

しています。

一方、女性は61,028人になり、平成21年度

末から444人、0.7％増加（60,584人で755人、

1.3％の増加）しています。

〈別表２－３・２－６、グラフ２－３参照〉

【女性比率（就業者）は21.6％で横ばい】

取引主任者に占める女性の比率は、資格登

録者数及び取引主任者証の交付数は微増とな

り、従業者数は横ばいとなっています。平成

22度末の取引主任者（就業者）数でみると

21.6％で、平成５年度末からの17年間で4.2ポ

イント高くなっています。

〈別表２－３・２－６、グラフ２－３・２－４参照〉

②年齢階層別の取引主任者（就業者）数

【年齢階層別の構成比は、40歳台が４分の１

を占める】

取引主任者（就業者）数を年齢階層別でみ

ると、40～49歳が最も多く、構成比は25.7％

（25.3％）となっています。

すべての年齢階層の構成比の変化をみる

と、29歳以下と50～59歳が減少し、60歳以上

は増加しています。

〈別表２－３・２－９参照〉

③取引主任者（就業者）の平均年齢

【平均年齢は0.2歳上昇し、48.8歳に】

取引主任者（就業者）の平均年齢は48.8歳

（48.6歳）で、平成21年度末より0.2歳上昇し

ました。平均年齢は、平成６年度末以来、毎

年上昇してきましたが、平成17年度末にその

上昇が止まったものの、平成18年度末におい

ては、再び上昇に転じました。

その後、平成19年度末以降は４年連続して

下降しましたが、平成22年度末は上昇してい

ます。
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なお、男女別の平均年齢は、男性49 .3歳

（49.2歳）、女性46.8歳（46.6歳）となっていま

す。

〈別表２－３・２－６参照〉

④都道府県別取引主任者（就業者）数

都道府県別の取引主任者（就業者）数は、

19府県で減少しています。

減少率が最も高いのは鳥取の2.1％で、減少

数の最も多いのは大阪の222人です。

一方、28都道府県は就業者数が増加してお

り、最も増加率が高かったのは熊本の3.1％と

なっています。増加数が多いのは東京592、

神奈川215、愛知200となっています。

なお、女性比率が高いのは、高知26.2％、

熊本25.8％となっています。

〈別表２－６・２－９参照〉
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別表２－１
年齢階層別・男女別取引主任者資格登録者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：人．％】

別表２－２
年齢階層別・男女別取引主任者証交付者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：人．％】

別表２－３
年齢階層別・男女別取引主任者就業者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：人．％】
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別表２－４
都道府県別・男女別取引主任者資格登録者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：人．％】
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別表２－５
都道府県別・男女別取引主任者証交付者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：人．％．歳】

36
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別表２－６
都道府県別・男女別取引主任者就業者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：人．％．歳】

37
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別表２－７
都道府県別・年齢階層別取引主任者資格登録者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：人．％】

38
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別表２－８
都道府県別・年齢階層別取引主任者証交付者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：人．％】
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別表２－９
都道府県別・年齢階層別取引主任者就業者数一覧表

平成23年３月31日現在
【単位：人．％】
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グラフ２－１　取引主任者年度別人数の推移

（単位：人）
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グラフ２－２ 取引主任者年齢階層別人数

（単位：人．歳）
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グラフ２－３ 取引主任者男女・年齢階層別就業者数

（単位：人．歳）
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グラフ２－４ 取引主任者年度別女性比率の推移

（単位：％）




